
令和７年４月 時津町農業委員会総会 

 

     日時 令和７年４月２５日（金曜日）１０時～１０時５０分 

           場所 時津町役場第２庁舎３階会議室  

１．開 会 

２．議 事             

日程第１ 議事録署名人の指名について 

日程第２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請（受付番号第１－３号） 

日程第３ 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請（受付番号第１－４号） 

日程第４ 議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請（受付番号第１－６号） 

日程第５ 報告第１号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出（受付番号第１－２号） 

     報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出（受付番号第１－１号） 

     報告第３号 農地転用許可不要案件（農業用施設）届出書（受付番号第１－５号） 

３．出席委員         

  ○農業委員（１１名） 

       １番 朝長 克二   ２番 吉川 博美   ３番 坂本 敬治 

   ４番 小嶌 栄一   ５番 髙橋 達男   ６番 溝上 勝也 

   ７番 池田 稔    ８番 濵田 信    ９番 渡辺 洋一 

  １０番 水口 直樹  １１番 辻 文美 

  ○農地利用最適化推進委員（３名） 

    １番 岳田 稔人   ２番 溝上 直美   ３番 植田 秀之 

４．議事録署名人  ５番 髙橋 達男   ６番 溝上 勝也 
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皆さんおはようございます。ただ今の出席委員は農業委員１１名、推進委員

３名であります。会議規則第７条の規定の定数に達しておりますので、これよ

り令和７年４月農業委員会総会を開催いたします。日程第１、議事録署名人の

指名を行います。議事録署名人は、会議規則第１４条の規定に基づき、５番高

橋委員、６番溝上委員を指名いたします。日程第２、議案第１号について事務

局は説明をお願いします。 

議案第１号について説明いたします。１ページをご覧ください。農地法第３

条の規定による許可申請です。賃借人は左底郷○○、○○、賃貸人は長崎市三

川町○○、○○さん、農地は子々川郷○○外１筆、地目は田、地積合計は２９

６６㎡、市街化調整区域内の第２農地です。こちらは、以前の総会の際、借手

がいないか相談させていただいていたところですが、今回、農地法３条による

貸借を行うこととなりました。賃貸借権の設定で設定期間は３年です。申請理

由は、賃借人は経営面積の拡大、賃貸人は経営面積の縮小です。農作業常時従

事者は３名、借入後の賃借人経営面積は１０，１５２㎡です。２ページ以降は

許可申請書です。４ページの「（１）作付予定作物」は果樹・野菜、キャベ

ツ・大根・サツマイモ、梅・ブルーベリーです。「（３）農作業従事者数」は世

帯員・常時雇用が２名、臨時雇用が４名です。６ページの「６周辺地域との関

係」は近隣の農業者と同じ栽培方法で行うため特に影響はありません。「７地

域との役割分担の状況」は周辺農業者と協力し、施設の維持管理、獣害被害対

策等に努めるとのことです。７ページですが、○○さんが年１２カ月、耕作に

従事する予定です。９ページは、「農地法その他の農業に関する法令の遵守の

状況等」です。今年度から農地の権利移動の際、譲受人や借手の農地法等関係

法令の遵守状況を確認することとなっています。〇〇は関係法令の違反はあり

ません。１１ページは位置図です。農地は○○の南側、〇〇付近の農地です。
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１２ページは現況写真です。○○さんの農地２筆の４分の３を○○が借りるこ

ととなっています。１３ページは契約書の写しです。「３契約の解除」では賃

借人が農地を適正に利用していないと認められる場合には賃貸人が契約を解除

できる、解除条件付きの契約となっています。また、１４ページの「９目的物

の返還及び立毛補償」の（１）では契約終了時は原状回復を行うか、その費用

を支払うことを記載しています。議案第１号の説明は以上です。  

本件に関し、ご質問、ご意見はありませんか。 

〇〇はどういう会社なのか。 

資料の１７ページに会社概要をつけていますが、農産物の生産・加工・管

理・販売を行っています。 

ほかに質問はありませんか。ないようでしたら、議案第１号に賛成の方の挙

手を求めます。挙手多数と認めます。よって、議案第１号は許可することとい

たします。日程第３、議案第２号について事務局は説明をお願いします。 

議案第２号について説明いたします。１８ページをご覧ください。農地法第

３条の規定による許可申請です。賃借人は長崎市畝刈町○○、○○さん、賃貸

人は長崎市三川町○○、○○さん、農地は子々川郷字中山○○外１筆、地目は

田、地積合計は９８９㎡、市街化調整区域内の第２農地です。こちらは先ほど

の議案第１号の関連で○○さんの農地２筆の４分の３を○○が借り、４分の１

を○○さんが借りることとなっています。賃貸借権の設定で設定期間は３年、

申請理由は、賃借人は経営面積の拡大、賃貸人は経営面積の縮小です。農作業

常時従事者は３名、借入後の賃借人経営面積は７，２１３㎡です。１９ページ

以降は許可申請書です。２１ページの「（１）作付け予定作物」は野菜、レタ

ス・ほうれん草、梨です。「（３）農作業従事者数」ですが、世帯員・常時雇用

は本人を除き２名です。２２ページの「４世帯員等の農作業従事状況」としま

しては、○○さんと父の○○さん、母の○○さんが年間２５０日ずつ農作業を
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行います。２３ページの「６周辺地域との関係」は近隣の農業者と同じ栽培方

法で行うため特に影響はありません。「７地域との役割分担の状況」は周辺農

業者と協力し、施設の維持管理、獣害被害対策等に努めるとのことです。２６

ページの「農地法その他の農業に関する法令の遵守状況」ですが、関係法令の

違反はありません。２８、２９ページは位置図と現況写真、３０ページは契約

書の写しですが、議案第１号と同じです。議案第２号の説明は以上です。 

本件に関し、ご質問、ご意見はありませんか。 

今回の農地の貸借は４分の３と４分の１を２人が借りるということで、トラ

ブルが生じることも考えられるが、知り合いなのかどうなのか。 

農地所有者の○○さんに○○さんから借りたいとの話があり、○○さんが○

○にも紹介し、２人で借りることになったと聞いています。どちらかが早く貸

借をやめることも考えられるため、面積で分割し、別契約としています。 

今回の件について直接聞いてはいませんが、○○さんの父親の○○さんは農

協の組合員で、今回の農地のそばで家族で熱心に農業をされており、問題はな

いと思います。 

ほかに質問はありませんか。ないようでしたら、議案第２号に賛成の方の挙

手を求めます。挙手多数と認めます。よって、議案第２号は許可することとい

たします。日程第４、議案第３号について事務局は説明をお願いします。 

議案第３号について説明いたします。３４ページをご覧ください。農地法第

３条の規定による許可申請です。譲受人は左底郷〇〇、○○さん、譲渡人は左

底郷○○、○○さん、農地は左底郷字宮園○○、地目は畑、地積は７４８㎡、

市街化調整区域内の第２種農地です。売買による所有権の移転で設定期間は永

久です。申請理由ですが、譲渡人は農業を行わないため、譲受人は規模拡大で

す。農作業従事者は６名で従事日数は６名合計で９３０日、借入後の譲受人経

営面積は２３，７５３㎡です。３５ページ以降は許可申請書です。３７ページ
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の「（１）作付け予定作物」は野菜、柑橘・びわです。「（３）農作業従事者

数」の②世帯員・常時雇用は本人以外の５名、③臨時雇用は２名です。３８ペ

ージの「４農作業への従事状況」は譲受人夫婦とその親夫婦、子ども２人の６

名であわせて年間９３０日農業に従事します。３９ページの「６周辺地域との

関係」は隣接する自己農地ならびに周辺農家と同様の栽培方法で行うため周辺

農地に影響はありません。「７地域との役割分担の状況」は農業の維持発展の

ため、共有施設の維持管理や獣害被害対策について周辺農家と協力するとのこ

とです。４２ページは「農地法その他の農業に関する法令の遵守状況」です

が、関係法令の違反はありません。４３ページは位置図です。○○の南側付近

の農地です。４４ページは現況写真、４５ページは売買契約書の写しです。売

買金額は２０万円です。議案第３号の説明は以上です。 

本件に関し、ご質問、ご意見はありませんか。ないようでしたら、議案第３

号に賛成の方の挙手を求めます。挙手多数と認めます。よって、議案第３号は

許可することといたします。日程第５、報告が４件あります。事務局は説明を

お願いします。 

報告事項について説明いたします。まず、報告第１号ですが、４７ページを

ご覧ください。農地法第４条の規定による届出、市街化区域農地の転用です。

届出人は西時津郷○○、○○さん、農地は左底郷字中通○○、地目は田、地積

は２４７㎡、市街化区域内の第３種農地です。届出人は貸駐車場用地として使

用すべく届出を行うものです。４８ページは届出書です。「３転用計画」です

が、工事着工時期は受理通知後、工事完了時期は着工後３０日以内で駐車台数

は９台です。「４被害防除施設の概要」は周囲に農地がないため、問題はあり

ません。４９ページは位置図です。申請地は○○の西側付近の農地です。５０

ページは利用計画図、５１ページは現況写真です。 

次に報告第２号ですが、５２ページをご覧ください。農地法第５条の規定に



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇議 長 

 

 

よる届出、権利移動を伴う市街化区域内農地の転用です。譲受人は長崎市古町

○○、〇〇代表取締役○○さん、譲渡人は左底郷〇〇、〇〇さん、農地は左底

郷字平原〇〇、地目は畑、地積は１５４㎡、市街化区域内の第３種農地です。

譲受人は駐車場用地として利用すべく届出を行うものです。権利の種類は所有

権の移転、権利の期間は永久です。５３ページは届出書です。「３権利を設定

移転する契約内容」は売買による所有権の移転です。「４転用計画」ですが、

工事着工は受理通知あり次第、工事完了時期は着工後１カ月です。「５被害防

除施設の概要」としましては、排水は公共下水道へ接続し、日照は周囲が宅地

化されており、近隣農地へ悪影響を及ぼすおそれはありません。５４、５５ペ

ージは位置図です。申請地は○○の北側付近の農地です。５６ページは現況写

真、５７ページは〇〇の会社情報です。 

次に報告第３号ですが、５９ページをご覧ください。農地転用許可不要案件

（農業用施設）届出書です。届出人は浜田郷○○、〇〇さん、農地は浜田郷字

平原〇〇、地目は田、地積は６７７㎡、市街化調整区域内の第２種農地です。

届出人の〇〇さんは、令和７年１月に農業用施設届出を提出していましたが、

申請地が湿気が多かったため、今回の申請地に変更し、再度、届出を行うもの

です。工期は令和７年４月２５日から７月末まで、倉庫の面積は１２２㎡で

す。２００㎡未満の農業用施設につきましては農地転用許可不要案件となって

いますので届出の提出となっています。６０ページは届出書です。６１ページ

は位置図です。農地は〇〇の南西側付近です。６２ページは現況写真、６３ペ

ージは倉庫の配置図です。以上で報告事項の説明を終わります。 

報告事項について、ご質問はありませんか。ないようでしたら報告を終わり

ます。以上を持ちまして、本日の総会は閉会します。次回の総会は５月２６日

（月）午前１０時から第２庁舎３階会議室で開催します。 

 

 


